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令和３年第３回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

令和３年３月２４日（水）午後２時００分開議 

議 事 日 程 

開会及び開議の宣告 

日程第１ 令和３年第２回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 令和３年第１回瑞穂市教育委員会臨時会会議録の承認について 

日程第３ 会議録署名委員の指名について 

日程第４ 報告第２号 瑞穂市体育協会補助金交付要綱の一部を改正する告示につ

いて 

日程第５ 報告第３号 瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱の一部を改正する告示

について 

日程第６ 報告第４号 瑞穂市レクリエーション協会補助金交付要綱を制定する告

示について 

日程第７ 議案第７号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係規則の整理に関する

規則について 

日程第８ 議案第８号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係告示の整理に関する

告示について 

日程第９ 議案第９号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係訓令の整理に関する

訓令について 

日程第10 議案第10号 瑞穂市教育委員会教育次長の公印を廃止する告示につい          

           て 

日程第11 議案第11号 瑞穂市教育委員会事務局長の公印を作製する告示について 

日程第12 議案第12号 瑞穂市学校医、学校歯科医の委嘱について 

日程第13 議案第13号 瑞穂市学校薬剤師の委嘱について 

日程第14 議案第14号 瑞穂市適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示につい

て 

日程第15 議案第15号 瑞穂市高等学校等就学奨励一時金交付要綱を廃止する告示

について 

日程第16 議案第16号 瑞穂市社会教育委員の委嘱について 

日程第17 議案第17号 瑞穂市文化財保護審議会委員の委嘱について 



2 

 

日程第18 教育長の報告 

日程第19 そ の 他 教育次長 

教育総務課長 

学校教育課長 

幼児支援課長 

生涯学習課長 

 

閉会の宣言 

 

○本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

 

○本日の会議に出席した委員 

  加 納 博 明 

  加 藤   悟 

  森 下 伊三男 

加木屋 加緒里 

大 平 髙 司 

   

○本日の会議に欠席した委員 

  なし 

○本日の会議に説明のため出席した者の職・氏名 

  教育次長          廣 瀬 進 一 

  教育総務課長        松 島 孝 明         

学校教育課長        坂 野 美 恵 

  学校教育課主幹       曽我部 雄 志 

学校教育課総括課長補佐   松 野 英 泰 

  幼児支援課長        林   美 穂 

幼児支援課総括課長補佐   今 木 浩 靖 

  生涯学習課長        児 玉   睦 
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  生涯学習課主幹       広 瀬 久 士 

  生涯学習課総括課長補佐   泉   大 作 

   

○本日の会議に職務のため出席した者の職・氏名 

  教育総務課総括課長補佐   野 津 浩 行 

 

○傍聴者 

  なし 
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開会 午後２時００分 

開会及び開議の宣告 

○教育長 本日はお忙しいところお集まりいただき誠にありがとうございます。定

刻になりましたので、只今から令和３年第３回瑞穂市教育委員会定例会を開会致

します。それでは、日程に従って進めさせていただきます。 

                                      

日程第１ 令和３年第２回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

○教育長 日程第１ 令和３年第２回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認につい

て、議題と致します。 

事務局より過日郵送にてお配りいただいておりますがご異議ございませんか。 

異議がないようですので、令和３年第２回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承

認について、承認することと致します。 

                                      

日程第２ 令和３年第１回瑞穂市教育委員会臨時会会議録の承認について 

○教育長 日程第２ 令和３年第１回瑞穂市教育委員会臨時会会議録の承認につい

て、議題と致します。 

こちらも同様に事務局より郵送させていただいておりますがよろしいでしょう

か。 

異議がないようですので、令和３年第１回瑞穂市教育委員会臨時会会議録の承

認について、承認することと致します。 

                                      

日程第３ 会議録署名委員の指名について 

○教育長 本日の会議録署名委員の指名について、議題と致します。 

  今回は、大平委員よろしくお願い致します。 

                                      

日程第４ 報告第２号 瑞穂市体育協会補助金交付要綱の一部を改正する

告示について 

日程第５ 報告第３号 瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱の一部を改正

する告示について 

日程第６ 報告第４号 瑞穂市レクリエーション協会補助金交付要綱を制
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定する告示について 

○教育長 日程第４ 報告第２号 瑞穂市体育協会補助金交付要綱の一部を改正

する告示について、日程第５ 報告第３号 瑞穂市教育振興事業補助金交付要

綱の一部を改正する告示について、日程第６ 報告第４号 瑞穂市レクリエー

ション協会補助金交付要綱を制定する告示について、を議題と致します。報告

第２号から報告第４号までは関連がありますので一括で説明した後、議決を順

に行うこととします。 

事務局より説明を求めます。 

○生涯学習課長 日程第４ 報告第２号 瑞穂市体育協会補助金交付要綱の一部

を改正する告示について、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に報告する。令和３

年３月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、令和３年

度より瑞穂市体育協会から瑞穂市レクリエーション協会が独立することに伴い、

補助金交付に関し必要な事項を定めるため要綱の一部を改正するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

○生涯学習課長 瑞穂市レクリエーション協会が体育協会から独立し、活動を開始

することに伴い体育協会の補助金要綱からレクリエーション協会に関するものを

削除し体育協会のみの補助要綱に改正するものです。 

○生涯学習課長 日程第５ 報告第３号 瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱の 

一部を改正する告示について、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に報告する。令和

３年３月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、令和３年

度より瑞穂市体育協会から瑞穂市レクリエーション協会が独立することに伴い、

補助金交付に関し必要な事項を定めるため要綱の一部を改正するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

○生涯学習課長 この要綱に関しましても体育協会補助金の中から、レクリエーシ

ョン活動を削除し、体育協会の補助金の上限額が１，３５０万円となっていたも

のを、1，３３０万円に変更をしました。瑞穂市レクリエーション協会補助金と

いうことで、市民にレクリエーション活動を普及、奨励するための事業に利用す

る経費として５０万円以内の補助金を交付要綱に加えることといたしました。 

○生涯学習課長 日程第６ 報告第４号 瑞穂市レクリエーション協会補助金

交付要綱を制定する告示について、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に報告す
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る。令和３年３月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理

由、令和２年度末をもってより瑞穂市体育協会から瑞穂市レクリエーション

協会が独立することに伴い、補助金交付に関し必要な事項を定めるため要綱

を制定するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

○生涯学習課長 瑞穂市レクリエーション協会に補助金を交付するにあたり、

市の補助金交付要綱に記載の無い詳細について要綱を定めて告示を行ったも

のです。項目については体育協会同様の補助対象となっております。 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 報告第２号から報告第４号までについて、ご質疑ございませんか。 

○大平委員 レクリエーション協会が体育協会から独立するということですがそ

の理由は何かありますか。 

○生涯学習課長 まずレクリエーション協会から申し出がありました。レクリエ

ーション協会について他市町の状況を確認したところ、大半が体育協会の傘下

ではなく、独立をしているということでした。独立を認めた経緯としては、ス

ポーツ実施率の向上が大きな目的としてございます。 

  社会教育委員の会からもスポーツ実施率の向上については答申をいただいて

おります。まずスポーツというものの定義ですが競技スポーツのみではなく、

レクリエーションにおいて体を動かすことも合わせてスポーツとして実施率の

向上を目指します。この体を動かすというところをどこにお願いしようかと考

えたときに、競技スポーツ部門は体育協会、体を動かすということで楽しんで

いただくスポーツは、レクリエーション協会に担っていただくのがふさわしい

のではないかと考えました。レクリエーション協会に独立をしていただいて、

新たに実施をしていただくということがよいのではないかということで独立す

るという経緯になりました。 

○教育長 その他、ご質疑ございませんか。 

異議なしと認めます。日程第４ 報告第２号 瑞穂市体育協会補助金交付要綱

の一部を改正する告示について、日程第５ 報告第３号 瑞穂市教育振興事業補

助金交付要綱の一部を改正する告示について、日程第６ 報告第４号 瑞穂市レ

クリエーション協会補助金交付要綱を制定する告示について、承認することと致
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します。 

                                       

日程第７ 議案第７号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係規則の整理

に関する規則について 

日程第８ 議案第８号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係告示の整理

に関する告示について 

日程第９ 議案第９号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係訓令の整理

に関する訓令について 

○教育長 日程第７ 議案第７号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係規則の整

理に関する規則について、日程第８ 議案第８号 瑞穂市組織変更に伴う教育

委員会関係告示の整理に関する告示について、日程第９ 議案第９号 瑞穂市

組織変更に伴う教育委員会関係訓令の整理に関する訓令について、を議題と致

します。先ほどと同様に議案第７号から議案第９号までは関連がありますので

一括で説明した後に議決を順に行うこととします。 

事務局より説明を求めます。 

 ＜資料により説明＞ 

○教育総務課長 日程第７ 議案第７号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係

規則の整理に関する規則について、瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係規則

の整理に関する規則案を別紙のとおり提出する。令和３年３月２４日提出、瑞

穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市組織変更に伴い教育委員

会関係規則を整理する必要があるため、瑞穂市教育委員会規則の改正を行うも

の。 

 ＜資料により説明＞ 

○教育総務課長 瑞穂市組織変更に伴い教育委員会関係規則の整理をする必要が

あるため瑞穂市教育委員会規則の改正を行うものでございます。主なものとし

ては、現在の幼児支援課が幼児教育課に、教育次長が事務局長、次世代育成支

援行動計画が子ども子育て支援事業計画に文言の修正を行なっています。 

○教育総務課長 日程第８ 議案第８号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係

告示の整理に関する告示について、瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係告示

の整理に関する告示案を別紙のとおり提出する。令和３年３月２４日提出、瑞
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穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市組織変更に伴い教育委員

会関係告示を整理する必要があるため、瑞穂市教育委員会告示の改正を行うも

の。 

 ＜資料により説明＞ 

○教育総務課長 議案第８号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係告示の整理

に関する告示について。こちらも規則同様、組織変更に伴い文言修正等を行う

ものです。 

○教育総務課長 日程第９ 議案第９号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係

訓令の整理に関する訓令について、瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係訓令の

整理に関する訓令案を別紙のとおり提出する。令和３年３月２４日提出、瑞穂市

教育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市組織変更に伴い教育委員会関係

する訓令を整理する必要があるため、瑞穂市教育委員会規程の改正を行うもの。 

 ＜資料により説明＞ 

○教育総務課長 議案第９号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係訓令の整理

に関する訓令についてこちらも先ほど同様、組織変更に伴い文言修正等を行うも

のです。瑞穂市教育委員会公印規程です。こちらは現在瑞穂市教育委員会教育次

長印という公印がございますが、名称が変わりますので、教育次長の公印の名称

が瑞穂市教育委員会事務局長印に変更になりますので、その修正をさせていただ

いているものでございます。 

○教育長 日程第１０、日程第１１についても進めたいと思います。 

                                        

日程第１０ 議案第１０号 瑞穂市教育委員会教育次長の公印を廃止する

告示について 

日程第１１ 議案第１１号 瑞穂市教育委員会事務局長の公印を作製する

告示について 

○教育長 日程第１０ 議案第１０号 瑞穂市教育委員会教育次長の公印を廃止す

る告示について、日程第１１ 議案第１１号 瑞穂市教育委員会事務局長の公

印を作製する告示について、を議題と致します。こちらの議案も先ほどと同様

に議案第１０号と議案第１１号は関連がありますので一括で説明した後、議決

を順に行うこととします。 
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事務局より説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第１０ 議案第１０号 瑞穂市教育委員会教育次長の公印

を廃止する告示について、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に提出する。令和３

年３月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、組織変更

に伴い名称の変更があったため、瑞穂市教育委員会公印規程（平成１５年瑞穂

市教育委員会訓令第２号）第９条の規定により告示するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

○教育総務課長 先ほどの公印規程にありましたとおり教育次長印という公印が

廃止となりますので令和３年４月１日をもって使用停止の告示をするものでご

ざいます。 

○教育総務課長 日程第１１ 議案第１１号 瑞穂市教育委員会事務局長の公印

を作製する告示について、瑞穂市教育委員会事務局長の公印を作製する告示に

ついて、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に提出する。令和３年３月２４日提出、

瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、組織変更に伴い名称の変更が

あったため、瑞穂市教育委員会公印規程（平成１５年瑞穂市教育委員会訓令第

２号）第９条の規定により告示するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

○教育総務課長 瑞穂市教育委員会事務局長印を作製させていただきまして、令

和３年４月１日からこちらの事務局長印を使用することになりますので告示を

するものです。 

○教育長 令和３年４月に瑞穂市組織改正をしますので、それに伴って変わってく

る課名が教育委員会では幼児支援課が幼児教育課となります。また、教育次長が

事務局長となります。幼児支援課で行っている事務の一部が子育て支援課に移管

されることに伴い、名称が変更されるという内容となっております。一括してご

質問受けたいと思いますがよろしいでしょうか。 

～ 質疑・討論 ～ 

○森下委員 職位階級的には教育長があって事務局長その下に次長を置くことが

できるということで次長があって課長という認識でよいですか。 

○教育長 そのとおりです。 

○大平委員 公印の廃止日と使用開始日が４月１日となっており日付が重なりま
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すが、これは教育次長であるべき文書と、事務局長である文書が１日で重なる

可能性があるということで、同じ日付になっているということですか。 

○教育総務課長 ３１日に廃止をするとその日から使用できないということにな

りますので３１日までは使用させていただき、４月１日からは使えなくなると

いうことにしております。 

○教育長 日程第７ 議案第７号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係規則の整

理に関する規則について、日程第８ 議案第８号 瑞穂市組織変更に伴う教育委

員会関係告示の整理に関する告示について、日程第９ 議案第９号 瑞穂市組織

変更に伴う教育委員会関係訓令の整理に関する訓令について、ご質疑ございませ

んか。 

異議なしと認めます。日程第７ 議案第７号 瑞穂市組織変更に伴う教育委

員会関係規則の整理に関する規則について、日程第８ 議案第８号 瑞穂市組

織変更に伴う教育委員会関係告示の整理に関する告示について、日程第９ 議

案第９号 瑞穂市組織変更に伴う教育委員会関係訓令の整理に関する訓令につ

いて、可決することと致します。 

日程第１０ 議案第１０号 瑞穂市教育委員会教育次長の公印を廃止する告示

について、日程第１１ 議案第１１号 瑞穂市教育委員会事務局長の公印を作製

する告示について、ご承認いただけますでしょうか。  

異議なしと認めます。日程第１０ 議案第１０号 瑞穂市教育委員会教育次長

の公印を廃止する告示について、日程第１１ 議案第１１号 瑞穂市教育委員会

教育事務局長の公印を作製する告示について、可決することと致します。  

                                       

日程第１２ 議案第１２号 瑞穂市学校医、学校歯科医の委嘱について 

日程第１３ 議案第１３号 瑞穂市学校薬剤師の委嘱について 

○教育長 日程第１２ 議案第１２号 瑞穂市学校医、学校歯科医の委嘱について、

日程第１３ 議案第１３号 瑞穂市学校薬剤師の委嘱について、議題と致しま

す。  

  事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第１２ 議案第１２号 瑞穂市学校医、学校歯科医の委嘱

について、日程第１３ 議案第１３号 瑞穂市学校薬剤師の委嘱についてです。     
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  議案第１２号につきまして、瑞穂市学校医、学校歯科医に別紙の者を委嘱した

いので、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６

号）第１条第１１号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。令和３年

３月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、学校保健安全

法（昭和３３年法律第５６号）第２３条第１項及び第２項の規定により、学校医、

学校歯科医を委嘱するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

○学校教育課長 議案第１３号につきましては、瑞穂市学校薬剤師に別紙の者を

委嘱したいので、瑞穂市教育委員会事務委任規則第１条第１１号の規定により、

瑞穂市教育委員会の議決を求める。令和３年３月２４日提出、瑞穂市教育委員会

教育長 加納博明。提案理由、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２

３条第２項の規定により、学校薬剤師を委嘱するもの。 

  別紙の資料には内科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、歯科医、薬剤師ごとに任期と

ともに校医のお名前が載せさせていただいております。学校医は２年任期、薬剤

師は１年任期です。学校医はもとす医師会、歯科医はもとす歯科医師会、薬剤師

はもとす薬剤師会の推薦を受けて決定しておりますので、この方々にこの任期で

お願いしたいと思っておりますのでご承認の方をよろしくお願いいたします。 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質問よろしいでしょうか。日程第１２ 議案第１２号 瑞穂市学校

医、学校歯科医の委嘱について、ご承認いただけますか。 

続きまして、日程第１３ 議案第１３号 瑞穂市学校薬剤師の委嘱について、

ご承認いただけますか。 

異議なしと認めます。日程第１２ 議案第１２号 瑞穂市学校医、学校歯科医

の委嘱について、日程第１３ 議案第１３号 瑞穂市学校薬剤師の委嘱について、

可決することと致します。 

                                        

日程第１４ 議案第１４号 瑞穂市適応指導教室設置要綱の一部を改正す

る告示について 

○教育長 日程第１４ 議案第１４号 瑞穂市適応指導教室設置要綱の一部を改正

する告示について、議題と致します。 
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  事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第１４ 議案第１４号 瑞穂市適応指導教室設置要綱の一

部を改正する告示について、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に提出する。令和

３年３月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、児童生

徒が将来、社会的に自立する力が付けられるよう指導・援助を図るため事業、

開設時間等の一部を改正するもの。 

   ＜資料により説明＞  

○学校教育課長 学校復帰のみ目標とするのではなく、生活習慣を整えたり、心

の安定を求めたりということから始めて、長い目で見たときに社会的に自立をす

る力を養っていくことも大切にしていくための改正です。もちろん学校復帰も目

指しますが、長期的スパンに立って子どもたちを支援していく方向に変え、大き

な意味で子どもたちを支援する体制に変えて来年度から取り組んでいきたいと考

えております。そのため要綱の一部改正を行い、「学校復帰」という部分を「将

来社会的に自立することを目指し」と改める文言修正も行います。 

  現在は午前１０時から支援教室に行っていますが、子どもたちによっては早く

来たりする子もいます。社会的自立を目指したときには生活習慣の部分もかなり

重要となりますので、より学校生活に近い午前９時に時間を早めさせていただい

ております。 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○加藤委員 社会的な自立を図るということでいろいろと検討されていることと

思います。そのための体制は確保されているのか、開始時間を早めることで学

校復帰するための指導よりも社会的な自立ということで内容は変わってくると

思いますが、そうした場合に体制や内容については大丈夫ですか。 

○学校教育課長 今年度から心理学を学んでいる方を教育相談員として配置させ

ていただいております。もちろん学校教員の経験者としての教育相談員も配置

させていただいておりますので、この方々による支援と、学生スタッフの募集

も行いながら人数に応じた配置をする予定でございます。 

  また、教育支援センターには Wi-Fi 環境整備も行い、１人１台タブレットが配

られたら支援の１つとしまして学習やいろんなことに役立てていきたいと考えて

おります。 
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○加藤委員 現在ここに通っている児童生徒の数と、来年度からの取組によって

は希望する子どもたちの数が増えるような気がしますが対応可能でしょうか。 

○学校教育課長 本年度は多いときで５名ぐらいでした。来年度増えることを見

越したときにサポートするスタッフを学生の方にお願いし支援の力をお借りする

ことも考えてはいます。２、３年前まではそのような体制もとってはいましたが、

今年度は人数が少なかったこともあり、雇うまでには至りませんでしたが人数が

増えればそのような対応をしたいと思います。 

○教育長 学生スタッフはフレンドリーサポーターというような形で学校にも入っ

てもらったこともありましたので、そのような対応は可能かと思います。教員養

成系の大学に依頼して、学生に来てもらうということを考えています。 

○加木屋委員 申込みの流れや、どういう方を対象にどのように案内されている

のかを教えてください。 

○学校教育課長 学校への登校しぶり、不登校傾向にある子どもたちに対しての

教育相談は学校で随時行っていますが、どうしても学校復帰のための支援が必

要な子に対しては適応支援教室を紹介して、学校、保護者と相談し、合意等手

続きのうえ、入室会議を行います。そこで支援方法等を相談させていただき入

室ということになります。適宜、学校から担任、管理職が様子を見に来たりし

ています。スーパーバイザーもお見えになるので教育相談、保護者への相談等

も行っています。 

○加木屋委員 その時点で申込みをされた方は、適応支援教室に通いながら学校

ともある程度密に連絡を取り合って進めていただいているということですか。 

○学校教育課長 適応支援教室における子どもの様子をみながら１週間のうちこ

の時間は学校に行こうかなど、相談員が適宜学校と連絡を取り、本人や保護者と

相談しながら進めています。学校復帰を目指すということを今までは重点的に行

ってきましたが、今後は将来の方向性も考えながら進めていきます。 

○加木屋委員 今回社会的に復帰を目指されているというのはありがたいことだ

と思いました。申込みされなかった子はどのような対応をされているのか、継続

的に適応支援教室を紹介していただいているということですか。 

○学校教育課長 学校から継続的に勧めさせていただいております。少し登校が

難しくなった子どもたちには適宜家庭訪問を実施し、保護者と教育相談に行くな
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ど学校ごとに行っておりますので、その際にご紹介していただいています。今ま

でであれば学校復帰というと、やっぱり勉強しないといけないとか、支援センタ

ーへ行っても勉強が中心になるので、見学には行ったものの少し難しいというこ

とで退かれる方もおみえになりました。そこは長い目で見て徐々に生活のリズム

を整えることから始め、一人一人の目標設定にあわせて進めていけたらというこ

とで今回要綱を改正させていただいております。 

○教育長 岐阜市が不登校特例校を作りました。瑞穂市では従来のあじさいスクー

ルを適応指導教室という学校復帰を目的とした施設から、子どもの居場所ができ

るような形に広げていきたいと考えて目的の改正をしたところです。加藤委員が

言われたように希望者が格段に増えるかもしれません。そうした時にはまたいろ

いろ考えて対応しなければいけないと思っていますが、それが子どものためにつ

ながっていくのであればいろいろと考えて対応したいと思います。個々に状況が

違いますのでケースバイケースでいろんな対応をしないといけないと思います。

来年度予算に Wi-Fi 環境整備も計上してありますので活用していきたいと思って

います。 

○教育長 その他、ご質疑ございませんか。 

ご承認いただけますか。 

異議なしと認めます。日程第１４ 議案第１４号 瑞穂市適応指導教室設置

要綱の一部を改正する告示について、可決することと致します。 

                                        

日程第１５ 議案第１５号 瑞穂市高等学校等就学奨励一時金交付要綱を

廃止する告示について 

○教育長 日程第１５ 議案第１５号 瑞穂市高等学校等就学奨励一時金交付要綱

を廃止する告示についてについて、議題と致します。 

  事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第１５ 議案第１５号 瑞穂市高等学校等就学奨励一時金

交付要綱を廃止する告示について、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に提出する。

令和３年３月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞

穂市高等学校等就学奨励一時金交付について令和２年度で交付が終了すること

から要綱の廃止をするもの。 
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 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○学校教育課長 瑞穂市高等学校等就学奨励一時金については、今年度で交付が終

了します。瑞穂さくら入学祝い金と呼ばれていたもので、高等学校に入学する際

の子どもたちに対し、支援の必要な方々には一律５万円の支給をしておりました。   

令和２年度の４月から高等学校就学支援制度の改正によって、私立高等学校も

授業料の実質の無償化となり授業料以外の支援をする高校生等奨学給付金制度の

利用ができますので、いろいろな制度の利用の仕方によっては同様の補助が受け

られるようになってきました。ところが、義務教育段階においては入学の準備金

が少なく、平成３１年からは小学校と中学校に入学される方につきまして、就学

援助事業として新入学用支援費として支給を始めております。現在このさくら入

学祝い金以上に入学の学用品費として支給しておりますので、義務教育段階での

入学で非常に手厚い補助をするようになってきております。今年度の３年生の子

どもたちについてはその制度がまだ確立されていなかった子どもたちですので、

そういった支援制度の恩恵を受けなかったという子どもたちになりますが、今年

度の２年生からは支援を受けておりますので今年度で終了とさせていただき要綱

を廃止させていただきます。 

○教育長 ご意見、ご質疑ございませんか。 

ご承認いただけますでしょうか。 

異議なしと認めます。日程第１５ 議案第１５号 瑞穂市高等学校等就学奨励

一時金交付要綱を廃止する告示について、可決することと致します。 

                                        

日程第１６ 議案第１６号 瑞穂市社会教育委員の委嘱について 

○教育長 日程第１６ 議案第１６号 瑞穂市社会教育委員の委嘱について、議題

と致します。 

  事務局より説明を求めます。 

○生涯学習課長 日程第１６ 議案第１６号 瑞穂市社会教育委員の委嘱につい

て、瑞穂市社会教育委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員会事務

委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第１１号の規定に

より、瑞穂市教育委員会の議決を求める。令和３年３月２４日提出、瑞穂市教
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育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市社会教育委員条例（平成１５年

瑞穂市条例第５９号）第２条の規定により、瑞穂市社会教育委員を委嘱するも

の。 

  ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○生涯学習課長 瑞穂市社会教育委員の任期が今年度末で任期満了となるため、

全員改選になります。全員で８名の委員となりますが、この空白の２番につい

ては園長、校長会代表が務めることとなっておりますので、決まりましたらそ

の方を持って充てるということで、今回ご承認をいただきたいと思っておりま

す。あとの７名については今年度と同じ方が継続でお願いできるということで

したので、再任したいと思っております。任期は２年間となります。 

○教育長 令和３、４年度の瑞穂市社会教育委員の委嘱ということで８名の方の 

委嘱の案でございます７名はもうお名前ははっきりしておりますが、１名の方

は校長会の方から代表ということで、新年度になってから決まってくるので、

充て職ということでお名前はありませんが、そこを含めてご承認をいただきた

いということになっております。あとは学識経験者の方、青少年育成の代表、

体育関係の方、文化関係の代表等いろいろなお立場から出てきていただいてお

ります 

ご意見、ご質疑ございませんか。 

異議なしと認めます。日程第１６ 議案第１６号 瑞穂市社会教育委員の委

嘱について、可決することと致します。 

                                        

日程第１７ 議案第１７号 瑞穂市文化財保護審議会委員の委嘱について 

○教育長 日程第１７ 議案第１７号 瑞穂市文化財保護審議会委員の委嘱につい

て、議題と致します。 

  事務局より説明を求めます。 

○生涯学習課長 日程第１７ 議案第１７号 瑞穂市文化財保護審議会委員の委

嘱について、瑞穂市文化財保護審議会委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂

市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条

第１１号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。令和３年３月２４
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日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市文化財保護条

例（平成１５年瑞穂市条例第６６号）第２９条第３項の規定により、瑞穂市文

化財保護審議会委員を委嘱するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○生涯学習課長 定員が１０名以内となっておりますので１０名の方を選出させ

ていただいております。１番から９番の方につきましては再任になります。１０

番の堀氏につきまして、現委員が任期満了に伴い退任されましたので、新任で選

出しました。任期は４月からの２年間ということになります。 

○加藤委員 審議委員会としてどのような職務があるのか教えてください。 

○生涯学習課長 文化財の指定、解除等について市から諮問をさせていただいて、

それに答申をいただくというのが１番の職務となります。それ以外に文化財の

活用法についてのご意見をいただいたり、文化財の巡視をしていただくことで

す。 

○教育長 新たに文化財として指定をするというのは条件もありますので、簡単に

はまいりません。今後は、文化財等の保護や文化財が市内にあるということを

市民の方にもっと広めることに活動内容を若干シフトしながら、どのような方

法で広めていくのかということに考え方を持っていきたいと思っています。 

○加藤委員 たとえばハリヨがいたということで保護したいという活動がありま

すが市としても保護の活動を進めていくといった時に、文化財保護審議会委員

に助言をいただいたりするということですか。 

○生涯学習課長 もちろん検討いただく材料や資料を事務局で作成したり、そろ

えたりします。それをもって文化財保護審議会へ諮問をし、ご検討をいただき

文化財として今後指定していくのがふさわしいのかどうかとかいったことをご

審議いただいて答申をいただくということになります。 

○教育長 貴重な生物なので生息地をどうするかということをもう少ししっかりと

調査、研究をしたうえで出てきた資料を基にして審議してもらうというような

ことは考えているのが現段階です。 

○加藤委員 事務局でこうしたいという思いを持ちながら、審議会の皆さんにい

ろいろご意見をいただくということですか。 
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○生涯学習課長 まずはこちらから諮問をさせていただくので、こちらでこうい

ったものがあるので指定等はどうでしょうかということでお諮りさせていただ

くことになります。 

○加藤委員 この方たちが地域でこんなのがあるよ、これは守っていかなければ

いけないということで提案されるというような動きもありますか。 

○教育長 現在、文化財、史跡の看板等の調査をして今後どのようにしていくか、

同時に説明文を作った場合に審議会の方々にもきちっと見てもらってという形を

取らないと整合性がなくなってしまうので根拠としてしっかりとやっていくとい

うことを行っていきたいということも考えています。それで市内の子どもたちに

こんなのがあるよということを教えていきたいということは常々思っていますの

で、今やってもらっている企画展においても、子どもたちにもっとわかりやすい

企画展であってほしいと考えますので、今後ご意見とかご教示いただきたいと思

っています。 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

日程第１７ 議案第１７号 瑞穂市文化財保護審議会委員の委嘱について、

可決することと致します。 

                                        

日程第１８ 教育長の報告 

○教育長 日程第１８ 教育長の報告になります。 

  令和２年度はコロナで始まりコロナで終わるという形の１年間になったと思い

ます。特に学校、保育所、幼稚園、あるいはそれ以外の施設の使い方も含めてど

の課も対応に苦慮してきたところがございます。施設関係においても見直さなけ

ればいけないことや改修しなければいけないことなど全課がコロナ対応を続けて

きた１年間だったと思います。本当に委員の皆様方にはいろいろとご指導いただ

き、何とか乗り切れたと思っているところでございます。令和３年度を迎えるわ

けではございますが、人員はほぼ固まってきております。事務局としては１名減

というなかで令和３年度のスタートを迎えていくということになっておりますの

で引き続きよろしくお願いします。 

  市議会においては令和３年第１回議会として３月議会がありましたが、私に対

する質問は３５人学級導入についての課題、今後の見通しはどうなのかというこ
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とに集中していました。もう１つは、小学校の高学年における教科担任制の導入、

これはどのような形になるのか、どういった課題等が発生するのかというような

ことのご質問でした。３５人学級につきましては、以前もお話しましたとおりで

国は小学１年生だけ、県独自に小学２年生、小学３年生と中学１年生を対象に実

施していますので、来年度は小学４年生までという形で実施し、今後伸びていけ

ば小学５年生、小学６年生となる予定はありますがまだ決定ではありません。来

年度は小学４年生までは３５人学級ということになりますので今準備を進めてく

れております。実際に答弁の中でお答えをしたのは、現在特別支援学級を除きま

すが市内７校全ての学校の通常学級の合計と５年後の合計がほぼ一緒の見込みで

す。むしろ１学級減ると思われるような状況です。同じ学級数で変わらず行くと

思われるのが南小学校とか、中小学校です。学級数が減るところもあり、西小学

校と生津小学校は若干減ります。逆に増えるのが、穂積小学校、本田小学校、牛

牧小学校です。牛牧小学校は増加率が大きく見込まれ学級数が増えていく可能性

が１番高い学校となっているので今後どうするかというと、今少人数指導に使っ

ている教室を通常学級の教室に置き換えて対応することになります。それでも心

配であるというところもありますので答弁の中では、現在放課後児童クラブで活

用している教室が２教室あるので、そこが使用できるようになれば普通教室が２

教室確保できるというねらいで計画を進めていきたいと思っているところです。

ではその２教室を使っている放課後児童クラブのお子さんはどこへ行くかという

ことです。この子たちが、現在の牛牧第１保育所を改修工事した後、その施設に

入ってもらえると対応できるのではないかということで予定を立てています。そ

うすると牛牧第１保育所の建て替えを早急にしなければならないだろうというこ

とで、保育所の整備についても進めていくことを答弁しています。牛牧第１保育

所は、ちょうど未満児保育もなく小規模で老朽化した施設であるため改修工事を

行います。新たな保育所は公私連携型の認定こども園として、ほづみの森認定こ

ども園と同様な方式で進めていければうまくいくのではないかと思い計画してお

ります。詳細についてはでき次第ここでもお知らせしていきたいと考えておりま

す。 

教科担任制についてはまだ、中教審の答申の段階で決定ではありませんが、い

ずれこういったことが決定されると思います。ただ小学校の教科となった場合に
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は、小学校の教員が教科での採用がどうなっているのかということが非常に難し

いこととして今後課題となるだろうと思われます。県の教育委員会と、県内の教

育長会とよく協議しながら、そのあたりを進めてもらえるように連携を図ってい

きたいということを思っております。アンテナを高くしながら瑞穂市の子どもた

ちが困らないように考えていきたいということが今回の議会での答弁でございま

した。 

  最後に、市内の中学校の子どもたちの代表が市役所内の部長会議の場で活動発

表をしてくれました。１つは穂積中学校の整美委員会のお子さんたちです。整美

委員会の中で校長先生が、コロナ禍にあって非常に人と人とのつながりが難しく

なっているのではないかということを投げかけられ、子どもたちが考えたのが、

ハートフラワープロジェクト心の花というプロジェクトの立ち上げです。具体的

にはこの４月以降スタートしますが、今年卒業した３年生の子どもたちと２年生

の子どもたちが中心となって計画していました。地域の公民館の前だとか、小学

校の子どもたちが集合する登下校で集合場所であるとか、あるいは地域や公園と

いったところでヒマワリを咲かせたいということを考えて計画を練ってくれてい

ます。穂積中学校の保護者会やＰＴＡ、学校のみんなが集まる場や、自治会長連

合会の場等で説明し現在進めてくれています。昨日は、部長会議の場で説明をし

てくれましたので、いろいろ質問とかアドバイスをもらいながら、公園でやりた

い場合は市役所に都市管理課というところがあるから相談するといいというよう

なアドバイスをもらったりしていました。 

  もう１つは私もつけていますが、シトラスリボンといって愛媛県の方で始まっ

た活動についてです。このコロナ禍においてハラスメントをしないようにしよう

とか、医療従事者の方への激励の思いを持っているという意思表示のリボンとい

うことで始まったプロジェクトです。穂積北中学校の特別支援学級のお子さんた

ちがこのプロジェクトを知り自分たちもやりたいと思いリボンを作製してくれま

した。学校の中あるいは瑞穂市の中でそういったことがないようにしたいという

願いで作ってくれまして、先日は教育長室へ持ってきてくれました。新聞にも大

きく取り上げられて、子どもたちの非常にいい表情の写真と一緒に掲載されまし

た。注目される活動になっていったということで、市役所の部長の前で特別支援

学級の子どもたちが堂々と話してくれまして、あれだけ上手に話せれば心配ない
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なという感じを受けるぐらいでした。６人のうち４人は３年生で卒業しますが、

だんだん広がりつつあるなと思います。また豊住園に委託してリボンを作っても

らえないだろうかということも考えてくれています。市の方からお願いしてリボ

ンをいっぱい作ってもらって、市役所やいろいろなところで配れるといいなと思

われるほど、活動が広がり始めています。穂積北中の特別支援学級の子たちが感

じて始めた活動が、市内に広がっていき、子どもたちが地域へ一石を投じるよう

なことになっていくのが素晴らしいことだと思います。 

  穂積中学校の子どもは、地域のコミュニティがという言葉を使ってくれるので、

中学生の時にそれだけのことを考える余裕が自分たちにあったかなと、市長もそ

のあたりに非常に感銘を受けて喜んで彼らの提案を聞いてくれていました。 

                                       

日程第１９ その他 

○教育長 日程第１９ その他に入ります。 

  教育次長。 

○教育次長 私も３月議会のことついてですが、前回の教育委員会で議題としま

した新年度予算、３月の補正予算をあげさせていただいておりました。今回はそ

れに加えて追加議案ということでもう１つ補正で追加させていただいております。

内容としましては、感染症対策などの学校教育活動継続支援事業です。学校にお

けるコロナの感染症対策の支援や、コロナ対策などに資する教職員の研修などの

支援をするための補助をつけていただけるということなので、追加議案としてあ

げさせていただきました。感染症対策としましては、消毒液等今まで同様のもの

で消耗品等の経費を対象にしていただいておりますし、教職員の研修費などに関

しましては、昨年度夏休みの短縮などによって先生方の研修機会が減ったため、

その費用が今回補助されます。感染症対策などに資する研修の費用、研修をする

ための図書購入等に対して補助していただけるということですので、各学校の生

徒数の規模に応じて追加で今回の議会にあげさせていただいております。 

○教育長 教育総務課長。 

○教育総務課長 私の方からは、今お手元の方に令和３年４月１日付異動内示者

一覧表ということで教育委員会関係というのをお配りさせていただいております。 

 教育長のお話にもございました。今年度３月３１日をもって異動をされる方、こ
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ちらにお越しをいただける方がございますので、関係される方についてご紹介さ

せていただきます。（資料に沿って説明） 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 まず３月４日に挙行しました中学校の卒業式につきましてはあ 

りがとうございました。今年度はコロナによって入試のスケジュールの変更があ

り例年より遅らせましたが、コロナ対策で制限を加えながら厳粛に式が行われた

と聞いております。ありがとうございます。また明日小学校の卒業式もよろしく

お願いいたします。 

  お手元に瑞穂市教育振興基本計画令和３年度から令和７年度までの５年分のも

のを配付させていただきました。先日の総合教育会議の後パブリックコメント

を３月９日まで実施しました。パブリックコメントではご意見はありませんで

したので、総合教育会議等でご意見をいただいたものを反映させ完成させまし

たのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 幼児支援課長。 

〇幼児支援課長 幼児支援課としては特に何もありません。４年間幼児支援課長

として未熟な者でしたが、皆さんにご迷惑をかけながら何とかここまで無事に

務めることができました。今度は健康福祉部子育て支援課の方に異動をします

が、これからもよろしくお願いします。今までありがとうございました。 

○教育長 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 生涯学習課としましては大月の広場ですが、今年度末で遊具が

ある程度見えてくるという報告を前回させていただいたかと思いますが、今年度

末遊具の方が基礎工事までということで、本体まではちょっと着手できない状態

となっております。予定では４月末をめどに完成できるよう進めております。 

  それで、最終の工期としまして来年度末となっておりますが、工期については

変更なく予定通り工事が完了するように進めておりますのでよろしくお願いしま

す。 

  生涯学習課長を２年務めさせていただきましたが、説明等が上手くできずご迷

惑をおかけしました。２年間大変お世話になりました。どうもありがとうござい

ました。 

○教育長 ありがとうございました。また次回の臨時会では新しく着任された方が
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入りますのでよろしくお願いします。次回の教育委員会会議の開催についてと

いうことですが、お手元にご案内しておりますが臨時会の招集ということで報

告をいたします。臨時会の日時でご都合の悪い方がお見えになればご連絡くだ

さい。４月１日木曜日午後２時３０分から臨時会をこの会場で行います。新し

い職員も含めて顔見せを行う予定としています。 

  その後午後３時から巣南公民館の大ホールで小中学校教職員の着任式を行いま

すので、その前に臨時会を開催させていただくことにしていますのでお願いいた

します。 

次回の会議予定ですが、令和３年第４回瑞穂市教育委員会定例会を令和３年４

月２７日、火曜日、午後２時から開催します 

                                      

閉会の宣告 

○教育長 本日は、お忙しいところありがとうございました。これをもちまして、

令和３年第３回瑞穂市教育委員会定例会を閉じさせていただきます。 

閉会 午後３時２５分 


